
 

 

記 者 会 見 

 

日時：令和５年４月４日（火）14時～ 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

 

１ 年度始めのあいさつ 

   

２ 伊達市Web型総合マップ「伊達なデジタルなび」の運用をスタート  資料２   

（総務部 デジタル変革課） 

 

３ 伊達市オンライン申請サービスポータルを開設  資料３  

（総務部 デジタル変革課） 

 

４ デジタル田園都市国家構想交付金に５事業が採択  資料４  

（総務部 デジタル変革課） 

 

５ 伊達市内施設への自転車タイヤチューブ自動販売機を導入  資料５  

（未来政策部 月舘総合支所） 

 

６ 「来てだて」保育・福祉職の移住を支援  資料６  

（未来政策部 協働まちづくり課） 

                 

７ 市内各地で「桜まつり」を開催  資料７ （産業部 商工観光課） 

 

 



 

 

記 者 会 見 資 料 ２ 

令和５年４月４日 

伊達市 Web型総合マップ「伊達なデジタルなび」の運用をスタート 

 

伊達市では、インターネットを介して、市が保有する様々な地図情報をオ

ープンデータとして公開するウェブサイト「伊達なデジタルなび」の運用を

開始しました。 

「伊達なデジタルなび」には、公共施設、避難所、消防屯所、消火栓、投

票所、小中学校の校区、健康拠点施設や医療機関、都市整備区域、公園、工

業団地、観光スポット、農産物直売所など、暮らしに関わる情報をデジタル

地図として、いつでも、どこでも、閲覧・検索ができるようになります。 

 

（１）運用開始日 

   令和５年４月１日（土） 

 

（２）公開する地図情報 ※表示する情報は 40種類以上 

【防災・安全】 

避難所（緊急・指定・福祉）、防災無線、排水ポンプ場、河川カメラ、

水位計、消火栓、防火水槽、消防屯所、消防車庫、交通事故発生地点 

【健康・福祉】 

健康拠点施設、医療機関、減塩推進応援店、保健施設、福祉施設 

【産業】 

農産物直売所、工業団地 

【暮らし】 

AED（自動体外式除細動器）設置場所、公衆無線 LAN、公営住宅 

【市政・まちづくり】 

公共施設（集会施設、図書館、公園等を含む）、投票所、都市計画区域、

用途区域、地区計画、都市計画道路 

【子育て】 

保育園、幼稚園、認定こども園、幼児・児童施設 

【教育】 

小学校区、中学校区 

【観光】 

観光スポット、レクリエーション施設、観光施設 

 

当初は上記のコンテンツでスタートしますが、随時情報を追加・更新

し、本市の魅力発信にも活用していきます。 

   

 

   



 

 

記 者 会 見 資 料 ２ 

令和５年４月４日 

■ホームページイメージ 

 

 
 

 

担当｜総務部デジタル変革課 

   電話 024-575-1159 

二次元コード 



 

 

記 者 会 見 資 料 ３ 

令和５年４月４日 

伊達市オンライン申請サービスポータルを開設 

 

伊達市では、これまで部署ごとに作成・管理し、それぞれにおいて利用者

に紹介していたオンライン手続を１つのポータルサイトにまとめ、スマート

フォンから必要な手続きを簡単に検索し、利用することができるようになり

ました。 

 

（１）開設日 

   令和５年３月１日 

 

（２）利用方法 

 
※市ホームページからもアクセスすることが可能です。 

 

（３）登録手続き一覧 

手続き名称 担当課 

国民健康保険被保険者証等再交付申請 国保年金課 

新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請 新型コロナウイルス対策課 

だてな健幸ポイント商品申請 健幸都市づくり課 

水道使用開始仮申込 上下水道課 

水道使用中止仮申込 上下水道課 

水道移動仮申込 上下水道課 

所得申告相談会事前予約 税務課 

おくやみコーナー予約 市民課 

風しんクーポン券再交付申請 健康推進課 

マイナンバーカード申請・受取予約 市民課 

新規就農オンライン相談予約 農政課 

担当｜総務部デジタル変革課 

   電話 024-575-1159 



 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和５年４月４日 

 

デジタル田園都市国家構想交付金に５事業が採択 

 

伊達市では、国が自治体のデジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上

の取組を支援するために創設した「デジタル田園都市国家構想交付金事業」

として５事業の採択が決定しました。 

事業を実施することによって、デジタル化が進み市民サービスの向上が図

られます。 

 

（１）交付金の概要 

   デジタル化を活用した地域の課題解決や魅力向上に向けて、「他の地

域等で既に確立されている優良モデルサービス」を活用した取組につい

て支援するもの。（優良モデル導入支援型） 

 

   交付率：１/２ 

 

 

（２）対象事業                     （単位：千円） 

事業名 事業費 交付額 運用開始予定 担当課 

キャッシュレス決

済・セミセルフレジ

導入事業 

5,738 2,869 

 

12 月 デジタル変革課 

スマート窓口事業 4,590 2,295 10 月 
デジタル変革課 

市民課 

GIS を活用したハザ

ードマップのデジタ

ル化事業 

3,900 1,950 10 月 
デジタル変革課 

防災危機管理課 

AR ダテニクル事業 2,650 1,325 令和 6 年 2 月 商工観光課 

「ふるさと納税」オンラ

インワンストップサービ

ス事業 

1,592 796 

 

12 月 商工観光課 

合計 18,470 9,235   

※令和５年度当初予算に計上 

 

 

 



 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和５年４月４日 

（３）事業イメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和５年４月４日 

（４）伊達市のＤＸ推進イメージ 

 
 

 



 

 

記 者 会 見 資 料 ４ 

令和５年４月４日 

 
 

 

担当｜総務部デジタル変革課 

   電話 024-575-1159 



 

 

記 者 会 見 資 料 ５ 

令和５年４月４日 

伊達市内施設への自転車タイヤチューブ自動販売機を導入 

 

伊達市では、サイクルツーリズム事業の推進へ向け、東北で初めて市内施

設へ自転車タイヤチューブを販売できる自動販売機を３台導入します。 

また、自動販売機には QR コードで読み取れる市内サイクリングルートも

合わせて掲示し、サイクリングでの市内周遊の促進を図ります。 

 

 

（１）設置日 

   令和５年４月 10 日 

 

（２）設置箇所 

   伊達市役所本庁舎中央棟正面入り口 

   旧小手小学校簡易宿泊所 

   月舘総合支所 

   ※今年度中にさらに２箇所を増設し、計５台の設置を予定しています。 

  
※イメージ 

（ジュースの部分２箇所にサイクルチューブを表示） 

担当｜未来政策部月舘総合支所 

   電話 024-572-2111 

７００×２３～２６C 

仏式バルブ 

バルブ長６０ミリ 



 

 

記 者 会 見 資 料 ６ 

令和５年４月４日 

「来てだて」保育・福祉職の移住を支援 

 

伊達市では、不足する保育・福祉職の人材確保と移住定住の促進を図るため、

福島県外からの移住者で市内教育保育等施設または福祉等事業所への就職を希望

する方に対し家賃補助を行います。また、市内での就職の契機となるよう、保育・

福祉職として市内事業所に勤務を希望する方に対し就業体験に係る経費を補助し

ます。 

 

 

（１）対象者 

   福島県外在住の学生、既卒者、社会人 

    

【家賃支援】 

福島県外から伊達市に転入し、保育・福祉の資格職で勤務する方 

本人が賃借している民間賃貸住宅の家賃に対して月額家賃の 2/3 の額を補助 

  （月額上限３万円を最大 24 か月分、最大 72 万円） 

 

【就業体験補助】 

福島県外在住で保育・福祉の資格職にて市内事業所の就業体験を希望する方 

就業体験する際の活動経費に対して 2/3 の額を補助（上限５万円） 

 

（２）想定件数 

   就業体験、家賃補助とも各４名 

  

（３）周知方法について 

   市公式ＳＮＳ、事業所への周知のほか、民間団体が主催する保育職向け就職

相談会での周知活動を行う。 

  

■別紙チラシを参照 

担当｜未来政策部協働まちづくり課 

   電話 024-575-1177 



福島県
外

からの

移住者
向け

保育士・介護福祉士などの保育福祉の資格をお持ちの方！
伊達市内事業所での勤務を検討しませんか？

『来てだて』
保育・福祉職向け
移住支援

1 就業体験等への活動支援金：上限５万円まで補助します！

2 最大24か月までの家賃補助金：月額上限３万円（最大72万円）まで
補助します！

　 「保育・福祉の資格職」以下いずれかの
資格（職名で勤務）
教育保育専門職
保育士、幼稚園教諭、保育教諭

福祉専門職
介護支援専門員、相談支援専門員、社会
福祉士及び介護福祉士、介護福祉士実
務者研修修了者、介護職員初任者研修
修了者

福島県外在住の方が 「保育・福祉の資格職 　」
（資格取得予定の方を含む。） として、市内 「特定事業
所　  」 で就業体験する際の活動経費　    に対して、
2/3の額を補助します。

福島県外から伊達市に令和５年３月以降転入し、
右要件を満たす保育・福祉の資格職で市内特定事
業所　  に勤務する方に対し、本人が賃借している
民間賃貸住宅の家賃の2/3の額を補助します。 
（月額上限３万円） 

住民登録日、雇用開始日又は賃貸住宅に係る賃貸
借契約を締結した日のいずれか遅い日から起算し
て６か月を経過する日までに申請が必要。

　　「特定事業所」
教育保育施設
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業事業者

福祉等事業所
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支
援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス
事業者及び指定介護予防支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、障害者支援施設、一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所、養
護老人ホーム、指定障害児通所支援事業者

●市内特定事業所にて２日以上就業体験を行うこ
と。移住定住コンシェルジュによる市内アテンド
も可能です。

合理的な往復交通費、宿泊費、レンタカー借
上げ代や高速道路利用料金

●転入する直前の県外市区町村に１年間以上住
民票を有していたこと。
●転入した日から5年以上定住する意思があるこ
と。
●市の移住定住促進事業に協力できること。
●本市転入前又は転入後３か月以内に下記（ア）
又は（イ）を満たす新規就労者であること。

（ア）教育保育専門職の常勤職員として教育保育
等施設又は福祉等事業所で勤務開始した者

（イ）福祉専門職の常勤職員として福祉等事業所で
勤務開始した者

保育・福祉職向け移住
支援制度について事業
詳細をご確認ください

伊達市協働まちづくり課
☎024-575-1177

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/site/iju/41560.html https://www.city.fukushima-date.lg.jp/site/iju/

伊達市移住促進サイト 「だてな暮らし」
福島県伊達市保原町字舟橋180番地



 

 

記 者 会 見 資 料 ７ 

令和５年４月４日 

市内各地で「桜まつり」を開催 

 

伊達市では、市内の桜の名所で桜まつりやライトアップを実施します。この機

会にぜひ、市内の美しい桜の景色をご堪能ください。 

 

（１）やながわ希望の森公園 

催事名称 伊達のふる里桜まつり 2023 

開催期日 令和５年４月８日（土）から４月９日（日） 

内  容 ①地元太鼓やバンド演奏、ものづくり体験など 

        ②ミニＳＬ「さくら号」の運行（桜まつり期間中は乗車無料） 

        ③ライトアップ 4/1（土）から 4/14（金）まで 

   お問合せ 伊達市観光物産交流協会 ℡024-529-7779 

 

（２）霊山茶臼山さくらまつり 

  催事名称 茶臼山さくらまつり 

開催日時 令和５年４月８日（土）10 時から 14 時 

開催場所 霊山中央交流館及び掛田一円 

内  容 ①ウォークラリーやりょうぜんマルシェ、霊山太鼓など 

        ②つきたてきなこ餅の振る舞い 

        ③ライトアップ 4/2（日）から 4/15（土）まで 

   お問合せ 霊山中央交流館 ℡024-586-1314 

 

（３）紅屋峠千本桜森林公園 

 24 種、約 1,000 本の桜が市内の里親の管理のもと、３月中旬から４月下

旬まで咲き誇ります。 

   ライトアップ期間 ３/29（水）から４/９（日）まで 

   お問合せ 保原総合支所 ℡024-575-2111 

担当｜産業部商工観光課 

   電話 024-573-5632 




